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○原子力委員会事務局に寄せられた新計画策定会議に関するご意見・ご要望について 

寄せられた意見の数 計８１通（なお、以下においては、ご意見の内容ごとに事務局で分類整理を行っています。また、表中のご意見番号は添

付の要望書等リストを参照） 

 

１．会議の進め方について 

整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

１－１ 新計画策定会議の委

員はどのように選ば

れたのか。構成に偏

りがあるのでないか、

など（２件）。 

16,36 新計画策定会議の委員は、新計画策定会議第１回資料第２号にありますように、調査審

議に広く国民の意見を反映させるため、原子力委員会が、地方自治体、有識者、市民／

NGO 等、事業者、研究機関から、学術分野、性別、地域のバランス、原子力を巡る意見の多

様性の確保に配慮して選んでいます。なお、原子力委員も構成員となっています。 

１－２ 中間段階でのパブリ

ックコメントを行うべき

でないか、など （ ９

件）。 

10,15,16,29, 

30,35,38,40 

,52 

パブリックコメントは、政策決定に際して決定案について国民にご意見を求めるものであ

り、新計画案についてのパブリックコメントは、平成 17 年末までの決定に十分反映できる時

間的余裕を持って実施する方針です。中間段階での個別事項に関する取りまとめは政策策

定過程のものであるため、パブリックコメントを実施することは考えておりません。 

１－３ 新計画の策定の前

に、現行の長期計画

の評価から行うべき

でないか、など （ ３

件）。 

30,35,36 新計画策定会議においては、当然のことながら、現行計画の進捗状況を踏まえて今後の

取り組み等についてご意見が述べられているものと理解しています。なお、策定会議におい

て、委員より「長計に対するチェック機能について考えるべき」とのご意見もございましたが、

原子力委員会は、現行計画の進捗状況について、原子力長期計画に示された各施策の実

施状況についての評価を行うため、各省の予算等のヒアリングを踏まえて行う総合企画評価

部会を毎年開催しております。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

１－４ 賛成、反対の双方の

意見を徹底的に聞く

べき、など（6 件）。 

29,30,44,52,

56,61 

新計画策定会議においては、委員から各議題について肯定、否定双方の意見が出されて

徹底した審議が行われました。また、これまで青森市、名古屋市においてもご意見を聴く会を

実施するとともに、原子力長期計画をテーマとした市民参加懇談会を東京、大阪において実

施するなど、原子力に対して肯定、否定双方の幅広いご意見をお聞きしております。 

なお、原子力委員会に寄せられた意見を全てホームページに掲載し、策定会議委員にも

紹介しています。 

１－５ 試算隠しについて、そ

の経緯等を重視すべ

き、など（２件）。 

15,30 第 2回及び第 4回の新計画策定会議において、核燃料サイクルについての過去の試算に

関し、その内容、作成経緯等についての資料を提出しています。また、技術検討小委員会に

おいて、過去の核燃料サイクルコストの試算結果について検討を行いました。策定会議委員

はこれらの資料や検討を踏まえてご意見を述べられていると理解しています。 

１－６ 長期計画において記

載された事項の責任

は、官と民どちらがど

のようにとるのか明

解に説明すること（１

件）。 

12 新計画策定会議においても、委員より「国と民間の役割分担について分かりやすく記載す

るべきである。」とのご意見もあり、核燃料サイクル政策の中間取りまとめにおいては「国にお

いては、必要な研究開発体制、所要の経済的措置の整備を行うとともに、安全の確保や核

不拡散に対する誠実な取組み、地域社会に対する広聴・広報等への着実な取組みを行うべ

きである。民間事業者には、これらの国の取り組みを踏まえて、この基本方針に則って、安全

性、信頼性の確保と経済性の向上に配慮しつつ、核燃料サイクル事業を責任をもって推進す

ることが期待される。」と記載し、国、民間の責務をそれぞれ記載したところです。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

１－７ 原子力長期計画はあ

まり具体性と具体的

実効性が分からない

文書である。国民は

原子力についてまと

まった文書を目にす

る機会はそう多くは無

く、むしろ原子力長期

計画がバイブルと言

われているように、こ

れを見て具体的なこ

とまで分かる方が良

いのではないか（１

件）。 

60 原子力行政について国民の方々にわかりやすくご説明する取組は引き続き行っていくべきも

のと考えております。ただし、原子力長期計画は、原子力研究開発利用施策の基本的方針

及び推進方策を示すものであり、その具体的な事項については、基本方針を踏まえ実施官

庁、実施機関が検討していく事項と考えております。また、策定会議においても、個別具体的

な事案についての評価を策定会議ですべきとのご意見も出ましたが、これについては専門的

な判断を、司、司の判断に任すべきであって、策定会議では個別具体的事項には踏み込む

べきではないと整理されたところです。 

また、安全規制に対しても原子力委員会が関与すべきとの意見も出されましたが、原子力基

本法において「安全確保のための規制の実施に関する事項」については原子力安全委員会

の任務とされていることから、「安全の確保に関する中間取りまとめ」では「原子力委員会は、

新計画において原子力の研究、開発及び利用のすべての分野における安全の確保の重要

性を指摘し、この観点から国と原子力事業者が今後これに関して行うべき活動の基本的考え

方を示す」としたところです。 

なお、原子力長期計画は基本的な指針を示すものとして作成しておりますが、原子力を取り

巻くさまざまなデータ、１年間の主な動きについては「原子力白書」として毎年まとめておりま

す。 
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２． 核燃料サイクルについて 

整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

２－１ 使用済燃料を直接処

分する方法につい

て、コスト面、安全面

について検討すべ

き、など（３件）。 

4,6,51 新計画策定会議では、各基本シナリオに関して１０個の視点から様々な課題を踏まえて、

総合的な評価がなされたところです。その結果、再処理路線は、直接処分路線に比べ、「経

済性」で劣るものの、「安全性」においては有意な差はなく、「エネルギーセキュリティ」「環境

適合性」「将来の不確実性への対応能力」等の面で優れていると評価されています。 

２－２ 再処理工場より排出

されるクリプトン８５

の人体への影響につ

いて、数多くの研究

発表が存在しており

ます。その全てを検

討せずに「地表や生

物体に濃縮された

り、蓄積されたりする

ことはありません。」

（第１２回策定会議資

料第２号の一部）と

断言することは、適

切ではないと考えて

います（１件）。 

39 クリプトンは希ガスの一種で不活性ガスであり安定で通常の条件では反応しないものです

ので、策定会議第１２回資料第２号で示しました「地表や生物体に濃縮されたり、蓄積された

りすることはありません。」との説明は適切であると判断しております。 

なお、再処理工場より排出されるクリプトン８５の被ばく評価（線量評価）については、日本

原燃㈱の再処理事業指定申請書では、気体廃棄物中の放射性物質による実効線量と皮膚

の等価線量の中で評価が行われています。安全審査の内容についてのご質問については、

事業者（日本原燃㈱）又は原子力安全・保安院に問い合わせして頂きますようお願いします。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

２－３ 核燃料サイクルは本

当に資源の節約、安

定供給につながるの

か（１件）。 

4 核燃料サイクル政策の中間取りまとめにおいて「軽水炉（プルサーマル）核燃料サイクル

により、１～２割程度（プルトニウム利用で約 13％、さらに回収ウランを利用すると約 26％）の

ウラン資源再利用効果がある。」「さらに、将来、高速増殖炉核燃料サイクルに移行できれ

ば、国内に半永久的な核燃料資源が確保できる可能性がある。」また、「再処理技術はエネ

ルギーセキュリティ方策の多様化に資する。」とまとめられました。 

２－４ 核燃料サイクルは、

再処理事業、プルサ

ーマル計画、高速増

殖炉の開発のいずれ

もうまくいっていない

のでないか、徹底的

に見直すべき、など

（１０件）。 

1,4,8,26,28, 

30,38,48,52,

62 

再処理事業については、当初計画より若干遅延はあるものの、平成１６年１１月末時点で

工事の進捗が 95%以上となっています。プルサーマルについては、電気事業者が「２０１０年

度までに順次導入し、合計で１６～１８基の導入を目指して取り組む」として「不退転の決意で

臨んでまいります」としているところであり、地元の了解を得つつ、手続きが進んでいる計画も

あります。高速増殖炉については、現行の原子力長期計画において「有力な選択肢の１つ」

と位置付け、研究開発が進められています。 

なお、核燃料サイクル政策の中間取りまとめにおいて「（中略）特に、プルサーマルの推進

や中間貯蔵施設の立地について一層の努力を行う必要がある。」としています。また、高速

増殖炉の研究開発については今後策定会議において議論される予定です。 

２－５ 直接処分も含め、再

処理コストについて

再計算し、検討すべ

きでないか、など（３

件）。 

4,5,36,51 核燃料サイクル政策について経済性の評価を行うために、技術検討小委員会を設置し、

使用済燃料の直接処分のコスト計算も含め、核燃料サイクルコストの計算を行いました（新

計画策定会議第 9回資料第 1号等ご参照）。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

２－６ 再処理によって放射

性廃棄物は増えるの

でないか、またＴＲＵ

廃棄物の処分につい

て過小評価していな

いか、など（２件）。 

4,38 核燃料サイクル政策の中間取りまとめでは「再処理シナリオは、環境適合性の面では、ウ

ランやプルトニウムを含んだ使用済燃料を直接処分せずに、再処理してウランやプルトニウ

ムを取り出し利用するというプルトニウム管理を行うことにより、1000 年後の高レベル放射性

廃棄物（ガラス固化体）の潜在的有害度が直接処分の約１／８、高レベル放射性廃棄物の体

積が３～４割、その処分場の面積が１／２～２／３となることから、資源をなるべく有効に使用

し、廃棄物量をなるべく減らすという循環型社会の目標に対する適合性が高く、優位性があ

る。」とまとめられました。 

また、TRU 廃棄物については、低レベル放射性廃棄物の一部として、その内訳も含めて示

しています（策定会議第 9回資料第 8号）。再処理シナリオにおける地層処分相当TRU廃棄

物の発生量（58GW・1 年間当り）は、体積で 510m3、処分面積換算で 3,800m2です。地層処分

相当廃棄物量として、基本シナリオ１の高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）＋地層処分

相当 TRU 廃棄物と、基本シナリオ３の高レベル放射性廃棄物（使用済燃料）を比較すると、

軟岩のケースで基本シナリオ１は約 1,900m3（約 14 万 m2）、基本シナリオ３は約 3,800～

5,200m3（約 21～25 万 m2）となります。 

また、策定会議において、委員から同旨のご意見があり、その取り扱いにつき、新計画策

定会議第１１回資料第３号及び新計画策定会議第１２回資料第２号に示されていますので、

併せてご参照下さい。 

２－７ 発電電力量や使用

済み燃料発生量の

設定などコスト計算

の前提に不適切な部

分があるのでない

か、など（５件）。 

3,28,30,32, 

48 

技術検討小委員会では、４つの基本シナリオの経済性を比較する上で必要な条件を設定

しました。前提条件の設定理由等につきましては、技術検討小委員会での資料及び議事録

をご参照ください。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

２－８ プルトニウムを分離

しても使用する予定

がないのでないか、

など（３件）。 

4,36,52 「我が国におけるプルトニウム利用の基本的考え方」（平成１５年８月原子力委員会決定）

に示されているとおり、利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則の下、電気事業者

が毎年度六ヶ所再処理工場でプルトニウムを分離する前にプルトニウムの利用目的等を記

載したプルトニウム利用計画を公表することを求め、利用目的の妥当性について原子力委員

会が確認することとなっています。 

したがって、六ヶ所再処理工場における再処理は、プルサーマル又は研究開発によるプル

トニウムの需要に応じて実施されるものであり、利用目的のないプルトニウムが分離されるこ

とはないと考えています。 

また、核燃料サイクル政策の論点整理において、「再処理を行う場合、核拡散や核テロの

発生に対する国際社会の懸念を招かないよう国際社会で合意された厳格な保障措置・核物

質防護措置を講じることが求められる。」と記述するとともに、今後の検討課題として、「プルト

ニウムの平和利用に関する透明性の確保のあり方」をあげています。 

なお、プルサーマルについては、昨年１２月、電気事業連合会は、２０１０年度までに合計１

６～１８基での導入を目指して各社が取り組むことを再確認しています。 

２－９ 海外で保管されてい

るプルトニウムを優

先してプルサーマル

で利用すべきでない

か（１件）。 

9 事業者は海外プルトニウムと六ヶ所で回収されるプルトニウムを適切に利用できるとして

います。 

２－１０ プルトニウムの管理

状況を詳細に報告し

ていただきたい（１

件）。 

9 毎年、原子力委員会において「我が国のプルトニウム管理状況」が報告されております。

本年の「我が国のプルトニウム管理状況」は、平成１６年９月２１日の第３６回原子力委員会

定例会資料第２号として報告されました。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

２－11 再処理工場でプルト

ニウムを分離する国

際的な問題点など核

不拡散について議論

すべきでないか、な

ど（２件）。 

30,77 「核不拡散」の視点からの評価につきましては、新計画策定会議第 9 回資料第２号の資料

に基づき議論されました。 

２－12 使用済 MOX 燃料の

直接処分はできるの

か（１件）。 

30 使用済ＭＯＸ燃料は、使用済ウラン燃料に比して核分裂生成物の量や発熱量が多い等の

特徴があり、その処分にあたっては、この点を踏まえた設計上の対応等が必要となります。

新計画策定会議においては、使用済燃料の直接処分について、今後知見を集積すべき研究

課題の存在が指摘されたところ、使用済ＭＯＸ燃料にかかる対応についても同様な研究課題

を有すると考えられます。 

なお、技術検討小委員会の検討においては、原子炉取出し 54 年後の使用済ＭＯＸ燃料の

発熱量が使用済ウラン燃料の約4倍であることなどから、使用済ＭＯＸ燃料のトン当たり処分

単価を、使用済ウラン燃料のそれの 4倍と換算することとしました。 

２－13 サイクル政策の不確

実さをきちんと説明

し、地元との新たな

信頼関係を構築すべ

き（１件）。 

26 原子力政策に対する立地地域の信頼を得ることは重要と考えています。 

これまで策定会議では「ご意見を聴く会」等において立地地域の首長及び住民の方々から

ご意見をいただくとともに、策定会議の議論への反映を行っています。核燃料サイクル政策

についての中間取りまとめにおいても「安全性の確保や核不拡散に対する誠実な取組み、地

域社会に対する広聴・広報等への着実な取組みを行うべきである。特に、プルサーマルの推

進や中間貯蔵施設の立地について一層の努力を行う必要がある。」とまとめられています。 

２－14 政策変更に伴う自治

体への支援を国が責

任を持って検討すべ

き（１件）。 

24 政策変更に伴う課題につきましては、新計画策定会議（第８回第８号及び第９回第１１号）

の各資料に示されたところです。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

２－15 高レベル放射性廃棄

物の処分地が決定し

ない中で、再処理政

策を進めるべきでな

いのでないか、など

（4 件）。 

16,30,59,62 我が国では、再処理廃棄物の一つである高レベル放射性廃棄物の最終処分については、

平成１２年５月に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が制定され、最終処分の実

施主体として「原子力発電環境整備機構」が平成１２年１０月に設立されました。現在、「原子

力発電環境整備機構」が、平成３０年後半までに、国内を対象に最終処分施設建設地を選

定すべく、全国の市町村を対象に処分場選定の第一段階である概要調査地区の公募を行っ

ているところです。  

２－16 政策変更コストを経

済性の検討に加える

べきでないのでない

か、など（３件）。 

19,25,42 新計画策定会議において現行政策以外の路線選択をした場合、その変更に伴って様々な

課題が生じることが指摘され議論が行われました。政策変更に伴う費用は、これら課題のう

ち、一定の仮定の基に費用として定量化可能なものを算定したものです。 

基本シナリオの経済性評価においては、４つの各基本シナリオについての核燃料サイクルコ

ストを算定し、評価を行いました。さらに、基本シナリオ３、４を採用すると、今回算定した政策

変更に伴う費用が付随することになると考えられるため、この政策変更に伴う費用を考慮し

た原子力発電コストも参考値として提示しました。 

２－17 各サイト内での使用

済み燃料の中間貯

蔵を可能にするとと

もに、国内１～２ヶ所

に国が集中貯蔵施

設を建設し、そのサ

イトか別の場所に浅

地層の超長期隔離

施設を建設するなど

の対策を行うべき（１

件）。 

19 ご提案の骨子は、使用済燃料を再処理も地層処分もせずに、きわめて長い期間管理貯蔵

すべき、ということかと思われますが、新計画策定会議及び技術検討小委員会において議論

された「われわれが発生させた廃棄物は、後世代に負担を残さないようにする」という考え方

と整合しないことからも、使用済燃料の取り扱いにかかる政策としては採用されがたいものと

考えます。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

２－18 策定会議で、海外で

の事例などのデータ

を 提 供 す べ き （ １

件）。 

30 

 

海外の事例につきましては、新計画策定会議第３回第２号、第４回第１号、第７回第２号、

第８回第６号、第９回第１２号の各資料に示されたところです。 

２－19 再処理事業は経営

判断で行っているの

か、それとも国が決

めているから行って

いるのか（１件）。 

36 本件については、策定会議委員からも同様のご意見が示され、新計画策定会議第１１回

資料第３号の後段に示されたところです。 

２－20 ＭＯＸ再処理、第２再

処理工場などの問題

について責任を先送

りにしているのでない

か、など（２件）。 

4,25 核燃料サイクル政策の論点整理において、「当面は、利用可能になる再処理能力の範囲

で使用済燃料の再処理を行うこととし、これを超えて発生する使用済燃料は中間貯蔵するこ

ととする。中間貯蔵された使用済燃料の処理の方策は、六ヶ所再処理工場の運転実績、高

速増殖炉及び再処理にかかる研究開発の進捗状況等を踏まえて 2010 年頃から検討を開始

する。この検討は基本方針を踏まえ柔軟性にも配慮して進めるものとし、その処理に必要な

施設の建設・操業が六ヶ所再処理工場の操業終了に十分に間に合う時期までに結論を得る

こととする。」とされており、結論を得る時期にまで言及していることから、無責任に先送りして

いるものではないと考えます。 

２－21 十分な時間をかけて

国民合意を形成する

べきであり、合意が

形成されるまでは当

面貯蔵のシナリオを

採択すべきでない

か、など（２件）。 

18,22 原子力委員会としても、原子力政策に対する国民との相互理解を図りつつ進めることが重

要と考えており、これまでに策定会議及び同技術検討小委員会での延べ１８回の審議に加

え、９回（市民参加懇談会発足後）の「市民参加懇談会」、１８回の「長計についてご意見を聴

く会」を開催する（平成１６年１２月現在）などの取り組みを行っているところです。 

一方、当面貯蔵のシナリオについては、核燃料サイクル政策についての中間とりまとめに

おいて、国の基本方針をあいまいにしておくこととなり、長期間事業化しないままで、様々な

状況変化に対応できる技術革新インフラ（人材、技術、知識ベース）及び国際的理解を維持

することは困難であるなど、課題が多いと評価されました。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

２－22 再処理の事故規模、

被害と対応について

検討すべき（１件）。 

24 再処理工場の事故や被害については、再処理事業の安全規制で扱われる問題でもあり、

その規模など詳細については新計画策定会議の議論の対象ではないと考えます。再処理事

業についての申請に対しては、原子力安全・保安院、原子力安全委員会において、災害の

防止上支障のないよう十分な安全性を持つことを審査した上で事業指定することとなってい

ます。 

２－23 再処理、プルトニウ

ム利用から撤退すべ

き（１件）。 

15 

 

新計画策定会議の核燃料サイクル政策についての中間取りまとめにおいて、基本方針と

して「我が国における原子力発電の推進にあたっては、経済性の確保のみならず、循環型社

会の追究、エネルギーセキュリティの確保、将来における不確実性への対応能力の確保な

どを総合的に勘案するべきとの観点から、核燃料資源を合理的に達成できる限りにおいて有

効に利用することを目指すものとし、「安全性」、「核不拡散性」、「環境適合性」を確保すると

ともに、「経済性」にも留意しつつ、使用済燃料を再処理し回収されるプルトニウム、ウラン等

を有効利用することを基本方針とする。」とまとめられています。 

また、審議の過程で直接処分を選択すべきとの意見があったことについて、同取りまとめ

において、 

「なお、基本的考え方の審議の過程で、直接処分路線は、再処理路線に対して、「経済

性」においてのみならず、「安全性」、「核不拡散性」等においても優位であるので、この路

線に基づくものを採用することが適切であるとの意見が表明された。基本シナリオの評価

において、施設の設計・建設・運転が国の定めた安全基準に適合して行われ、国際社会

で合意された厳格な保障措置・核物質防護措置が講じられるものとすれば、両路線は「安

全性」、「核不拡散性」の面で有意な差がないとされたところであるが、こうした意見のある

ことも踏まえて、国や事業者は、事業の実施に当たり、内外に向けての透明性の確保に

配慮しつつ安全確保活動や保障措置活動等を厳格に実施するとともに、これらの規制や

運用に係る技術基準の妥当性について定期的に再評価していくべきである。」 

としています。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

２－24 ３０～１００年を対象

とした戦略を論議す

べき（１件）。 

2 新計画策定会議（第 9回）資料第 13 号にあるように、2150 年までを対象とした諸量評価も実

施し、評価検討の上、核燃料サイクル政策の中間とりまとめに反映いたしました。 

２－25 バックエンドコストの

負担者、責任者を明

確にすべき（１件）。 

1 

 

バックエンドコストは原子力発電コストに含まれるものです。その長期性に関わり国が行う

べき制度措置については、所管官庁において議論されるものと考えております。経済的措置

につきましては、総合エネルギー調査会電気事業分科会において検討され、平成１６年８月

に中間報告「バックエンド事業に対する制度・措置の在り方について」が取りまとめられており

ます。 

2-26 使用済燃料から発生

する高レベル放射性

廃棄物の処置につい

て国の最終責任を法

的に明確化すべきで

ないか（１件）。 

51 使用済燃料から発生する高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）の処分を計画的かつ確

実に実施するため、平成１２年に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（最終処分

法）」が制定されています。 

最終処分法に基づき設立を認可された原子力発電環境整備機構（原環機構）は、高レベ

ル放射性廃棄物の処分地の選定、最終処分の実施、最終処分のための費用の徴収などの

業務を行います。国は、最終処分法に基づき、原環機構等の監督、原環機構が不測の事態

により業務困難になった場合の、必要な措置が取られるまでの間の業務の引受けなどを行

います。また、最終処分法では、高レベル放射性廃棄物の発生者である発電用原子炉設置

者（電力会社など）に対し、処分実施主体である原環機構への最終処分のための費用の拠

出を義務づけています。 

 



 13 

 

整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

2-27 再処理工場の稼働

理由は様々であり、

プルトニウムの需要

のみに限定すること

は適切でない。「プル

トニウムを分離する

前にその利用計画を

公表すること」とした

プルトニウム利用計

画は早急に見直すべ

きでないか（１件）。 

51 核燃料サイクル政策についての中間取りまとめでは「プルトニウム利用の徹底した透明化

を進めるため、事業者はプルトニウムを分離する前に、プルトニウム利用計画を公表し、

その利用量、利用場所、利用開始時期及び利用に要する期間の目途などからなる利用目

的を明らかにすることが適切であり、事業の進展に応じて順次これらをより詳細なもの

にしていくなどにより、これを誠実に実施していくことが期待される」と記述するととも

に今後の進め方において、プルトニウムの平和利用の在り方等について今後必要な施策の

方向性を検討していくこととしています。 

2-28 プルトニウムに関す

る合理的かつ実効的

な国際管理（貯蔵）レ

ジーム等の国際的な

構想の検討に積極

的に参加すべきこと

を提案する（１件）。 

51  平成１６年６月、エルバラダイＩＡＥＡ事務局長が提唱した国際核管理構想を検討するための

国際専門家グループが設立され、これまで２度にわたって会合が開かれております。このグ

ループのメンバーとして、我が国からは、遠藤前原子力委員会委員長代理がＩＡＥＡにより指

名され、個人の資格で参加しています。なお、国際問題については今後策定会議で検討する

こととしています。 

 



 14 

３．安全性について（なお、核燃料サイクル及び六ヶ所再処理工場に関するものについては、２．及び７．に分類） 

整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

３－１ 美浜３の事故の問題

は、労働環境の悪

化、ヒューマンセキュ

リティの議論が必要

（１件）。 

38 本件については、原子力安全・保安院において、美浜発電所３号機二次系配管破損事故

調査委員会が設置されて検討がなされ、平成１６年９月２７日に中間とりまとめが出されたと

ころです。 

また、新計画策定会議においても、安全確保についての議論を行っているところです。 

３－２ 「原発震災」を未然に

防止するため、原発

の耐震安全性、原子

力防災対策について

長計策定会議の場で

議論すべき、など。

（２件） 

46,52 原子力発電所での地震対策、防災対策の具体的な対策については、原子力安全・保安院、

原子力安全委員会で検討されています。 

 

３－３ 

 

原子力委員会の策

定会議で原子力安全

委員会の範疇の「安

全について」をなぜ

議論するのか。（１

件） 

54 新計画において示す安全の確保に関する施策の位置づけについては、安全の確保に関する

中間とりまとめ（案）において「原子力委員会は、新計画において原子力の研究、開発及び利

用のすべての分野における安全の確保の重要性を指摘し、この観点から国と原子力事業者

が今後これに関して行うべき活動の基本的考え方を示すこととする。その際、規制の政策に

関することについて例示することもあるが、これは、この基本的考え方をわかりやすく示すた

めに行うものであり、規制に関する政策の評価や決定を意味するものではない。」と記載され

ております。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

３－４ 規制に当たる「人材」

の観点が最も大切で

ないか。（１件） 

54 安全の確保に係る人材の確保については、安全の確保に関する中間とりまとめ（案）におい

て、今後の課題として「今後、本策定会議は、安全の確保に係る人材の確保、放射線医療等

の現場における法令遵守と技術、安全知識の管理、国及び事業者と国民の双方向コミュニ

ケーションに係る「安心」の議論とＮＧＯ等の活用、情報公開における情報の重要性と適時性

の関係、安全確保に係る学協会の役割と活用、について必要な施策の方向性を検討してい

くものとする。」と記載されております。 

３－５ 委員からの指摘もあ

ったように「検査する

側の責任体制の明

確化」が重要でない

か。（１件） 

54 「安全の確保に関する中間とりまとめ」において、国の課題として「国の原子力行政組織は、

原子力研究、開発と利用を行うに当たっては安全の確保が大前提であることを深く認識しつ

つ、相互に緊密な連携をとり、自らの任務を誠実に実行して、国民の負託に応えていく必要

がある。」「検査を行う専門家の育成と教育訓練を充実し、効果的で高い品質の検査等が行

われるようにすることが適切である。」と記載しております。 
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４．研究開発について 

整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

４－１ 「もんじゅ」は止まっ

たままであり、高速

増殖炉の研究はや

めるべきでないか、

など（１０件）。 

2,8,58,59,62,

63,64,65,66,

73 

４－２ 高速増殖炉実用化

に向けた開発の目

標、体制、スケジュー

ル、戦略をその燃料

サイクルの開発を含

めて明確にすべきで

ないか、など（２件）。 

51､57 

高速増殖炉サイクル技術は、現行の原子力長期計画において、将来のエネルギー問題を

解決するような「技術的選択肢の中でも潜在的可能性が最も大きいものの一つ」と位置付

け、核燃料サイクル開発機構等により「実用化戦略調査研究」が進められるべきものとしてお

り、この作業の中間報告においては実用性について一定の見通しを得ているところです。 

高速増殖炉サイクル技術の研究開発のあり方については、新計画策定会議において議論

されました。「論点整理」のなかでは、「高速増殖炉サイクルは、軽水炉サイクルに比べてウラ

ン資源の利用効率を格段に高めることができるので、実現すれば現在把握されている利用

可能なウラン資源だけでも数百年間にわたって原子力エネルギーを利用し続けることが可能

になる。また、高レベル放射性廃棄物中に長期に残留する放射能量を少なくし、発生エネル

ギーあたりの環境負荷を大幅に低減できる可能性を有する。」「エネルギー資源に乏しい我

が国としては、高速増殖炉サイクル技術の実用化に向けた研究開発を、核燃料サイクル開

発機構を中核として、これまでの経験からの教訓を十分に踏まえつつ着実に推進することが

適切である。」と記載しています。 

４－３ ウランサイクルだけ

でなく、トリウムサイ

クルについても取り

組んでいくべきでな

いか、など（6 件）。 

2,43,76,77, 

79,81 

本件につきましては、原子力委員会が平成１４年１１月に取りまとめました「革新的原子力

システムの研究開発の今後の進め方について」の審議過程で行いました意見募集におきま

して関連したご質問をいただきました。それに対して、原子力委員会としては「様々なシステ

ムが社会に対し提案されることを期待している」との考えを回答しました。 

しかしながら、「溶融塩炉」につきましては、第４世代国際フォーラム（Generation Ⅳ 

International Forum：ＧＩＦ）において選定された第４世代原子力システムの６候補概念の一つ

ではあるものの、他の５つの炉型は研究開発プロジェクトの議論を主導する国（幹事国）が決

まっていますが、溶融塩炉については積極的に推進する国がないというのが現状です。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

４－４ 「トリウム熔融塩炉」

「乾式再処理」「固有

安全炉」などの革新

的な原子炉や核燃

料サイクルシステム

等についての、夢の

ある議論をして頂き

たい、など（６件）。 

43,45,47,49 

,50,65,79,81 

トリウム熔融塩炉については、上記４－３をご覧下さい。他の、現在実用化されていない

炉・核燃料サイクル技術についての研究開発のあり方については、必要に応じて今後の「研

究開発」の議題において議論されるものと考えられます。 

４－５ FBR 技術に関する審

議に先立って、これ

までの研究開発のあ

り方を検証すべき、

など（２件）。 

59,61 「高速増殖炉の研究開発成果」につきましては、新計画策定会議（第１６回）資料第５号「我が

国における高速増殖炉サイクルに関する研究開発の現状」に基づき策定会議で議論された

ところです。 
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５．原子力発電について 

整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

５－１ 脱原発に向けて取り

組むべきではない

か、など（9 件）。 

6,14,15,25, 

29,30,38,53,

78 

原子力委員会は原子力基本法に基づき設置されている機関です。原子力基本法はその

目的として、第１条に「原子力の研究、開発及び利用を推進することによって、将来における

エネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民

生活の水準向上とに寄与することを目的とする。」としており、脱原発に関しては原子力委員

会における議論の対象外と考えます。 

 

５－２ 原子力発電をもっと

増やしていくべきでな

いか、廃止していくべ

きでないか、など（11

件）。 

2,6,14,15, 

23, 25, 

29,30,38,53,

78 

今後の原子力発電のあり方に関する基本的な考え方については、策定会議においても議論

が行われました。論点の整理においては「エネルギー安全保障や地球温暖化防止の視点を

踏まえつつ、２０３０年以後も、原子力発電に対して、発電電力量の３０～４０％程度という現

在の水準程度か、それ以上の役割を期待することが適当である。」と記載しております。 

５－３ 放射性廃棄物の処分

にもっとしっかりと取

り組むべき、など（6

件）。 

4,15,38,52, 

62,78 

 

放射性廃棄物の処理・処分に対する取組については、策定会議においても議論が行われ、

論点の整理がおこなわれました。その中で、①放射性廃棄物の処理・処分の基本的な考え

方、②放射性廃棄物の処理・処分に向けての取組、③今後の検討課題 のそれぞれについ

て記載しております。 

 

５－４ 発電所の立地は、電

源立地地域の将来に

わたる振興に寄与で

きるのか（１件）。 

4 市民社会との調和の課題については今後策定会議で検討することとしています。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

５－５ 原子力発電施設の立

地は、都市部と過疎

地、現代世代と将来

世代との間の「公正

性」にかける事態を

招いているのでない

か（１件）。 

15 市民社会との調和の課題については今後策定会議で検討することとしています。 

 

５－７ 高経年化対策は適切

に進められているの

か、など（２件）。 

1,4 原子炉の高経年化対策については安全確保に関する審議の中で議論されました。なお、

「安全確保に関する中間取りまとめ」では「国、研究機関、産業界、学界は共同して、必要な

内外の教訓や知見を分析評価し、必要な研究開発を計画実施し、こうした成果を関係者が

効果的に活用できるための環境を充実していくべきである。」と記載されております。 

５－８ 将来の電力供給手段

として、なぜ自然エネ

ルギーなどで代替で

きないのかとか、電

力需要予測が変わっ

た場合のケースとか

技術開発による節電

の効果とか、FBR だ

け開発が進むわけで

はないので、細かい

予測とそれに対応す

る必要性や理由を出

すべきでないか。（１

件）。 

60 新計画策定会議（第５回）資料第２号では、諸機関によるさまざまなケースについての将来

のエネルギー需要の見通しとその燃料別の供給の見通しなどについて整理し、それらの全

体としての傾向としては原子力が将来にわたって一定の役割を果たすと見るべきことを確認

したところです。 

本策定会議において独自にエネルギー需要等について予測することや、その予測に基づ

き評価しそれぞれのケースを想定した政策を立案することは、本策定会議の役割から外れて

おり、総合エネルギー調査会など原子力委員会とは違う場で議論されるものと考えておりま

す。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

５－９ 海外再処理に伴う返

還廃棄物の問題につ

いては倫理的な問題

などもあるのではな

いか。（１件）。 

73 放射性廃棄物の処理・処分に対する取組については、策定会議においても議論が行わ

れ、論点の整理がおこなわれました。その中で、フランスの再処理事業者から提案されてい

る、地層処分が想定される低レベル放射性廃棄物の形態をアスファルトで固化した廃棄

体からガラスで固化した廃棄体に変えること。英国の再処理事業者から提案されてい

る、低レベル放射性廃棄物のうち、地層処分が想定されるセメント固化体と管理処分が

想定される雑固体廃棄物をそれらと放射線影響が等価な高レベル放射性廃棄物に交換

して返還すること。について、国はその妥当性を評価すべきである、としています。 

６．国民との相互理解について 

整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

６－１ 情報公開をしっかり

行い、国民に十分説

明をすべき、など（７

件）。 

4,5,10,14,19,

23,24,75 

情報公開については、原子力委員会では、定例会議を始め、新計画策定会議や技術検討

小委員会も一般の方々に公開して開催しており、その資料についても、原子力委員会のホー

ムページ等にて公開しております。引き続き十分な透明性を確保するようしていきたいと考え

ます。 

 

６－２ 新計画の策定にあた

っては立地地域の

人々などの意見を幅

広く聴くべきでない

か、など（９件）。 

7,10,11,14, 

16,30,36,37,

52 

これまで青森市、名古屋市においてもご意見を聴く会を実施するとともに、原子力長期計

画をテーマとした市民参加懇談会を東京、大阪において実施しました。引き続き広聴の精神

で取り組んでいきたいと考えます。 

６－３ 一般の方々から寄せ

られた意見を新計画

の審議に反映してい

くべきではないか、な

ど（１９件）。 

10,11,16,30,

35,41,44,49 

,52,55,67,68,

69,70,71,72,

74,76,80 

策定会議に関するご意見、ご要望等につきましては、策定委員全員にご紹介し、原子力委

員会のホームページにも掲載しております。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

６－４ ホームページに資料

が掲載されるのが遅

いのでないか、もっと

早く掲載してほしい

（１件）。 

28 引き続き努力していきます。 

６－５ 原子力政策をこのま

ま続けるなら国民投

票を実施すべき（１

件）。 

14 国民投票制度の導入については、国会において議論されるべきものであると考えておりま

す。 

６－６ 原子力委員会主導で

原子力安全・保安院

と市民と事業者、専

門家による話し合い

を、ウラン試験前の１

月中に、策定会議と

は別の場で開いて頂

きたい（１件）。 

42 原子力委員会新計画策定会議においては、第１３回策定会議以降、安全確保に関する審

議を行っています。 

 原子力施設の安全の確保については、施設の設置者が安全確保策を決定し実行するべき

であり、行政庁はその安全確保策の妥当性を確認して、これを認可する責任を有していま

す。それぞれの判断の妥当性についての地域社会に対する説明責任はそれぞれに存しま

す。 

なお、六ヶ所再処理工場のウラン試験に関しては、これまでに、規制当局を含めた行政庁も

参加し、説明が行われております（http://www.gensiryoku.pref.aomori.jp/）。 
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７．六ヶ所再処理工場について 

整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

７－１ 新長期計画策定作

業の結論が導かれる

まで六ヶ所再処理工

場でのウラン試験は

凍結すべきでない

か、など（６件）。 

5,9,15,20,21,

52 

７－２ １日も早く操業し、仕

事に希望を持ってゆ

けるようにしてほしい

（１件）。 

23 

核燃料サイクル政策については、第１２回の策定会議において、「核燃料サイクル政策に

ついての中間とりまとめ」をとりまとめたところです。 

日本原燃株式会社の六ヶ所再処理工場の事業の具体的な進め方については、実施者で

ある同社が安全確保を前提に地元の理解を得つつ判断するべきものと考えます。 

 

 

 

 

 

 

７－３ 再処理工場の稼動

がうまくいかなかった

場合のリスクについ

て評価すべきでない

か、など（５件）。 

12,16,25,26,

30  

事業に伴うリスクは事業者の事業リスク管理活動において評価されるべきものでありま

す。六ヶ所再処理工場については海外の再処理工場で得たいろいろなトラブルの実績を踏ま

えて、設備の設計の段階から改良に取り込んで、余裕を持った設計としたとされています。ま

た、建設された設備については、段階的に、通水作動試験、化学試験、ウラン試験、アクティ

ブ試験を通じて機器の動作や性能の確認を行うこととしており、これまでに終了した通水作動

試験、化学試験では所定の性能を有することが確認されています。 

また、民間に期待される役割として、核燃料サイクル政策の中間取りまとめにおいて、「特

に六ヶ所再処理工場については、プラントの安全性と信頼性の確保、地域社会に対する説明

責任の厳格な遵守を通じて、円滑に稼働させていくことが期待される」とまとめています。 
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整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

７－４ 再処理工場からは放

射能が放出され危険

なのではないか、な

ど（４件）。 

14,17,30,36 本件については、再処理事業の安全規制で扱われる問題でもあり、詳細については新計

画策定会議の議論の対象ではないと考えます。再処理事業についての申請に対しては、災

害の防止上支障のないよう十分な安全性を持つことを審査した上で事業指定することとなっ

ています。 

六ヶ所再処理施設についても、再処理事業指定申請書において、気体及び液体廃棄物放

出による周辺公衆の受ける被ばく線量が評価されており、法令に定める値（1mSv/年）を十分

下回っていることが確認されています（被ばく評価結果：0.022mSv/年）。また施設運用開始

後も、放出量管理及び環境モニタリングを行う等により安全確保に努めることとしています。 

 

８．その他 

 

整理番号 ご意見の主な内容 ご意見番号 ご意見等についての事務局の回答 

８－１ 安全規制行政のあり

方については、規制

と推進の分離が図ら

れ、実効が上がる体

制作りに向けた議論

を行うこと。（１件） 

52 安全規制行政体制については策定会議においても議論されました。「安全確保に関する

中間取りまとめ」では「原子力安全規制行政分野においては、これまで述べてきたとおり、関

連法改正が平成１４年に行われ、内閣府におかれた原子力安全委員会が規制行政庁の安

全規制の実施状況を厳しくチェックする監視・監査体制が抜本的に強化されたところである。

また、検査制度についても、事業者による安全という品質の確保活動について厳しくチェック

する仕組みが導入されるなど、安全の確保についてより実効性を高めるための方策が平成１

５年１０月から本格的に実施され始めたところである。そこで当面は、さらなる組織改革より

は、こうした改革が全体として有効に機能しているかについて関係者と継続的に意見交換を

行い、検証を行うことを継続することが適切である。」としています。 
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原子力委員会・新計画策定会議への要望書等リスト 

             （敬称略） 

１．原子力政策の見直しを（ふるさと御坊をよくする会） 

２．原子力長期計画策定会議に対する意見（トリウム溶融塩国際フォーラム） 

３．燃料サイクル事業費の試算方法について（豊田正敏） 

４．福島県エネルギー政策検討会「中間とりまとめ」について（福島県知事） 

５．「会長声明－核燃料サイクルコストに関する虚偽答弁、試算隠しについて－」について（要

望）（日本弁護士連合会） 

６．核燃料サイクル政策について（井上真美子） 

７．青森での早期ヒアリング開催の要請（核廃棄物搬入阻止実行委員会） 

８．「もんじゅ」の廃炉を求める要望書（「もんじゅ」を廃炉に！全国署名運動等） 

９．プルトニウム利用の中止を求める要望書（核燃料廃棄物搬入阻止実行委員会） 

１０．核燃料サイクルの決定は十分に国民的議論を尽くし国民の意見を反映させること等の要

望（青森県民の意見を新長計に反映させる会） 

１１．青森県の憂鬱～推進と反対という立場を超えて～今国民的な議論を！（グリーンピース

ジャパン） 

１２．新原子力長期計画策定委員のみなさまへ（脱原発へ！関電株主行動の会） 

１３．「ご意見を聴く会」出口アンケート結果について（平野良一） 

１４．原子力政策の推進は国民投票を実施すべきとの要望（山内雅一） 

１５．原子力長計策定に関する申し入れ書（原子力行政を問い直す宗教者の会） 

１６．第１７回長計についてご意見を聴く会への要望書（平野良一） 

１７．再処理は危険と汚染を拡大するものです（小村幸子） 
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１８．策定会議への意見書 基本シナリオの評価にあたっては、シナリオ④（当面貯蔵）を選択

されるよう提言します。（平野良一） 

１９．要望書（池野正治） 

２０．六ヶ所再処理工場のウラン試験をやめて下さい（牧野紘子） 

２１．六ヶ所村再処理工場ウラン試験実施に反対します（プルトニウム・アクション・ヒロシマ代

表 大庭里美） 

２２．策定会議への意見書 基本シナリオ評価については、シナリオ④（当面貯蔵）を選択して

いただくよう望みます。（神島優子） 

２３．原子力委員会 長計についてご意見を聴く会（第１７回）の開催について（佐藤和子） 

２４．意見書（兼松秀代） 

２５．新計画策定会議への意見具申（西尾漠） 

２６．核燃料サイクル政策の審議についての要望（地層処分問題研究グループ） 

２７．「原子力長計市民ウォッチング」立ち上げのお知らせ（原子力長計市民ウォッチング） 

２８．第６回新長計策定会議と第２技術検討小委員会についてのコメント（原子力長計市民ウ

ォッチング） 

２９．資料提供（原子力長計市民ウォッチング） 

３０．「策定」のふりをしている「策定会議」を、少しでも本物に（原子力長計市民ウォッチング） 

３１．「４つのシナリオ」、これまでの審議への問題提起（原子力長計市民ウォッチング） 

３２．策定会議での使用済燃料発生量「設定」は余りにも現実離れしている（原子力長計市民

ウォッチング） 

３３．第１７回長計についてご意見を聴く会への要望書（原子力長計市民ウォッチング） 
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３４．原子力委員会が策定委員からの要請に答えていないままになっている事項（原子力長

計市民ウォッチング） 

３５．これでは国民の理解は得られません（原子力長計市民ウォッチング） 

３６．市民の声は審議の段階ごとに反映されねばならない（原子力長計市民ウォッチング） 

３７．再処理路線選択前に県民と再対話の要請書（平野良一、鹿内博） 

３８．緊急の要望（山本俊正、小笠原公子） 

３９．前回の策定会議で配布された資料第２号について（グリーンピースジャパン） 

４０．市民の意見を長計策定会議の審議に反映し、パブリックコメントを早急に行ってください

（原子力長計市民ウォッチング） 

４１．要望書（哘清悦） 

４２．原子力委員会、原子力安全・保安院による「安全性」のヒアリングの要望書（本田佳世） 

４３．長計策定会議での「現行核燃サイクル政策維持」決定に付いて。（中村融） 

４４．長計策定会議での論点整理並びに中間取り纏めについて。（中村融） 

４５．長計策定会議に『夢のある展望』の提示をお要請します。（中村融） 

４６．原子力長計策定会議への要望（庄司静男） 

４７．第 14 回策定会議に向けての要請書（中村融） 

４８．策定会議での今までの審議についての意見（中村融） 

４９．策定会議の運営に付いての要望、その他（中村融） 

５０．長計への提言（馬杉秀昭） 

５１．長計策定会議への政策提言（金子熊夫） 

５２．原子力長期計画改訂に関する要請書（全日本自治団体労働組合） 

５３．原子力委員会に対する警告書並びに要請書（蓮沼克仁） 
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５４．第１５回の議論を踏まえて第１６回審議への要望（中村融） 

５５．新たに掲載された議事録・ご意見メモを読んで次回審議に生かして欲しい要望（中村融） 

５６．新計画策定会議ＦＢＲサイクルについて（山口泰子） 

５７．我が国の高速増殖炉開発に関する緊急提言（「エネルギー環境Ｅメール（ＥＥＥ）会議」及

び「エネルギー問題に発言する会」有志一同） 

５８．もんじゅは FBR 開発に全く役立たないから廃炉以外の選択肢は無い（中村融） 

５９．長計策定会議ＦＢＲへの意見（池野正治） 

６０．長計への質問と要望（本田 佳世） 

６１．新長計策定会議における FBR サイクル技術に関する審議に向けての要望書（原子力長

計市民ウォッチング） 

６２． 若狭の仏教者からの要望・提言書（中嶌哲演）  

６３． 新原子力長期策定会議への意見書（新日本婦人の会福井県本部）  

６４．我が国の高速増殖炉開発に関する意見（中村 融） 

６５． 『増殖炉開発』についての提案（中村 融） 

６６．高速増殖炉サイクル研究開発に付いての論点（中村 融） 

６７．佐藤福島県知事からのヒアリングに関連して（中村 融） 

６８．佐藤福島県知事のヒアリングで提起された四つの問題について策定会議で審議の上、

回答する事を要求致します。（中村 融） 

６９．西川知事の『もんじゅ改造了承』に関連しての意見。（中村 融）  

７０．もんじゅは『廃炉』以外の選択肢は無いと『第 17 回の資料&参考資料』を検討して改めて

確信しました。（中村 融）  

７１．第 18 回資料 1-9 を一通り読んで資料 1 に即しての意見。（中村 融） 



 28

７２．要望書等掲載の６７.６８の意見への策定会議の対応に関連しての意見（中村 融） 

７３．ＦＢＲサイクル及び返還廃棄物について（池野 正治） 

７４．三度、資料を読み通して『もんじゅ廃炉』と『エセ核燃サイクル政策の廃止』は避け得ない

選択肢と確信せざるを得なくなりました。（中村 融） 

７５．放射線利用についての説明と同意（本田 佳世） 

７６．原子力に関する俯瞰的な意見を原委HPのトピックス欄を読み上げての意見をお送りしま

す。（中村 融） 

７７．原子力委員会の責任を果たして頂きたい（馬杉 秀昭） 

７８．研究開発分野についての意見（池野 正治） 

７９．全体的な原子力政策転換のリアルなイメージを描いて意見としてお送りします。（中村 

融） 

８０．策定会議配布資料や委員の偏り（本田 佳世） 

８１．第 23 回策定会議への要望書（中村 融） 


